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保安規程の変更に関する事前連絡について 

 

 

 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は、弊社事業につきまして格

別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  さて、題記につきまして、下記のとおり安全協定第１０条第１項の規定に基づく事前

連絡を致します。 

                                 敬  具 

 

                                     記 

 

１． 変更の概要 

保安規程［電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）］について、令和３年   

３月１日付伊方発電所の組織変更を反映する。また、記載の一部適正化を行う。 

 

 

２．施行期日 

 

令和３年３月１日 

 

 

 

                                                                    以 上 



保安規程[電気事業用電気工作物（原子力発電工作物）]新旧対比表 

1/3 

 

現                     行 改          正          後 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保  安  規  程 
 
 

電気事業用電気工作物（原子力発電工作物） 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和２年 ９月 ２５日実施 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保  安  規  程 
 
 

電気事業用電気工作物（原子力発電工作物） 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年 ３月 １日実施 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実施日の変更 

 

 

 

 

参考資料 
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現                     行 改          正          後 備  考 

（巡視，点検，検査及び補修等の実施） 

第12条 電気工作物の保安を確保するため，保安規定第119条に定めるところにより，

次の各号に定める巡視，点検，検査及び補修等を行い，その結果を第23条に基づき

適正に記録・保存する。 

(1) 電気工作物が，常に関係法令で定める技術基準に適合するよう維持すること

並びに事故の未然防止をはかることを目的として，それぞれの設備実態等に応

じ，別表第２に示す巡視を行うとともに，原子炉ごとの保全計画を策定し，これ

に基づき点検，検査及び補修等を行う。 

(2) 事故発生のおそれのある場合並びに事故が発生した場合においては，必要に 

応じて巡視，点検，検査及び補修等を行う。 

(3) 電気工作物の工事中又は工事終了後において，保安上支障のないこと並びに  

技術基準に適合していることを確認するために，必要に応じて巡視，点検及び 

検査を行う。 

（巡視，点検，検査及び補修等の実施） 

第12条 電気工作物の保安を確保するため，保安規定第119条に定めるところにより，次

の各号に定める巡視，点検，検査及び補修等を行い，その結果を第23条に基づき適

正に記録・保存する。 

(1) 電気工作物が，常に関係法令で定める技術基準に適合するよう維持すること並

びに事故の未然防止をはかることを目的として，それぞれの設備実態等に応じ，

別表第２に示す巡視を行うとともに，保全計画を策定し，これに基づき点検，検

査及び補修等を行う。 

(2) 事故発生のおそれのある場合並びに事故が発生した場合においては，必要に 

応じて巡視，点検，検査及び補修等を行う。 

(3) 電気工作物の工事中又は工事終了後において，保安上支障のないこと並びに  

技術基準に適合していることを確認するために，必要に応じて巡視，点検及び 

検査を行う。 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 （複数の原子炉の存

在を前提とした記載

を削除） 
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現                     行 改          正          後 備  考 

 

 

 

９ 

 

 

 

９ 

 

 

 

 

 

 

 

・伊方発電所の組織整

備に伴う保安に関す

る組織及び業務分掌

の変更（工程管理課

業務を定検検査課業

務へ統合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伊方発電所の組織整

備に伴う保安に関す

る組織及び業務分掌

の変更（系統管理課

業務を発電課業務へ

統合、発電設備の系

統管理業務は発電設

備の運転管理に含

む。） 

 

 

 


